
⑥裁判所事務官モデル

　裁判所事務官モデルは、公務員である裁判所事務官（総合職・一般職）を目指す学生向けの履修モデルです。
　このモデルでは、１年次では法律の入門科目を学修します。２年次以降は、憲法、行政法、民法、刑法、訴訟法を中心に、裁判所事務官に必要な科目を学修します。

の科目は、このモデルに基づいて学修する皆さんに履修することを勧めます。
の科目は、各自の関心に応じて履修してください。

前期 後期 前期 後期 前期 後期
導入科目 法学の基礎

演習科目 基礎文献講読 法学入門ゼミナールⅠ 法学入門ゼミナールⅡ

憲法統治機構論
公法 憲法入門 行政法入門 憲法人権保障論Ⅰ 憲法人権保障論Ⅱ

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 行政救済法Ⅰ 行政救済法Ⅱ
租税法入門

民法総則
民事法 民法入門 物権法Ⅰ 物権法Ⅱ

債権総論Ⅰ 債権総論Ⅱ 債権各論Ⅰ 債権各論Ⅱ
親族法相続法Ⅰ 親族法相続法Ⅱ

商法入門

手続法入門 民事訴訟法Ⅰ 民事訴訟法Ⅱ

刑事法 刑事法入門 刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 刑事訴訟法Ⅰ 刑事訴訟法Ⅱ
刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ

社会法・産業法 労働法入門
国際法 国際法入門

経済学 経済原論Ⅰ 経済原論Ⅱ

１年次 ２年次 ３・４年次

専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

分野


